
肝炎医療コーディネーター養成等の流れについて
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①養成研修会開催

②研修後に習熟度
確認試験を実施

①養成研修会受講

③コーディネーターへ認定証（様式１）交付

④所属長によるコーディネーター登録名簿への
登録申請（様式２）

⑤コーディネーター登録名簿
（様式３）への登録

⑥コーディネーター登録名簿（様式３）を
コーディネーター間で共有

⑧活動状況のとりまとめ
⑨コーディネーターへ情報提供等

※コーディネーター登録名簿の登録内容に変更があった場合、コーディネーター所属機関の長は、登録内容変更届（様式４）により、県に対して届出を行う。
※疾病・その他の理由によりコーディネーターの活動が困難になった場合、コーディネーター所属機関の長は、登録削除届（様式５）により、県に対して届出を行う。


